
掛川市教育委員会規則第７号

掛川市立幼稚園の管理に関する規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２９年３月２３日

掛川市教育委員会教育長

（別紙）



掛川市立幼稚園の管理に関する規則の一部を改正する規則

掛川市立幼稚園の管理に関する規則（平成17年掛川市教育委員会規則第19号）の一部を次のよう

に改正する。

第16条第２号中「保育に欠ける」を「預かり保育を必要とする」に改める。

第20条第１項中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号から第６号までを１号ずつ繰り上げ

る。

別表掛川市立乳幼児センターすこやか幼稚園部の項を削る。

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。


